
　源泉徴収した所得税の納期限は下記のとおりです。 　下記の日程で食品表示に関する講習会を行います. 　労働に関する問題でお困りの方は　　 ろうどう110番

納期限までに納付がない場合には、加算税や延滞税を負担しなければならないことが 　◇日　時　平成23年6月22日（水） 　　　　　　０２５－２３２－６１１０

ありますのでご注意ください。 　　　　　　午後2時～午後4時 　　　　　　　　　　　　　　　　までお電話ください。

　なお、商工会に手続きをご依頼されている皆様はお早めに資料をご提出ください。商工会に手続きをご依頼されている皆様はお早めに資料をご提出ください。商工会に手続きをご依頼されている皆様はお早めに資料をご提出ください。商工会に手続きをご依頼されている皆様はお早めに資料をご提出ください。 　◇会　場　アミューズメント佐渡　１階　展示室 　メール相談も行っています。

　◇対象者　直売所などで販売する農家の方、小売・製

・納期限の特例の承認を受けていない場合　→給料等を支払った月の翌月10日翌月10日翌月10日翌月10日 　　　　　　造業の方　など  ○相談内容：解雇、退職、雇用保険、賃金などの労働問題

　◇演　題　①JAS法に基づく表示について 　　　　　　就業規則の改定などの労使関係

・納期限の特例の承認を受けている場合　　→1月～6月までの分を7月1１日7月1１日7月1１日7月1１日 　　　　　　②食品衛生法に基づく表示について  ○相談時間：月曜日～金曜日（休日を除く）

　　　　　　③トレーサビリティについて              午前８時３０分～午後５時１５分

開催 食品表示に関する講習会 新潟県新潟労働相談所のお知らせ案内 源泉徴収した所得税の納入期限 相談

お問い合せ先　佐渡市観光商工課商工振興係 　◇相談は無料で秘密は固く守られます。

              TEL:63-5116  FAX:63-5126        　◇無料の弁護士相談もあります（予約が必要です）。

　相川町商工会では、農商工連携の調査事業として、毎週土曜日に、JR新潟駅の南口

広場で開催している「駅南産直市」に出品・出店したい方を募集しております。

過去に寄せられた相談例より

　出品・出店を希望される方は、下記までご連絡ください。 　・「通話料が安くなる」などと言われて、電話機、FAXなどについて高額なリース契約を結ばされた。

　・複合器とパソコンのモデム、保守機器について、次々にリース契約を締結してしまい、リース料が高額になった。

　　　　　　　　　　　　記 　・｢売上がアップする」などと言われて、ホームページ制作について数百万ものリース契約を結ばされた。

このようなリース契約の問題について、専門の弁護士に相談してみませんか。

　◆期間　　6月18日（土）～11月5日（土）　毎週土曜 秘密は固く守られます。相談料はかかりません。秘密は固く守られます。相談料はかかりません。秘密は固く守られます。相談料はかかりません。秘密は固く守られます。相談料はかかりません。お気軽にご相談ください。

　◆会場　　JR新潟駅南口広場

　◆申込み　駅南産直市、佐渡チーム 平成２３年６月１８日（土）　午前１０時～午後３時 　　電話相談　0570－045533　（当日限り）

　　　　　　TEL:090-4932-3275　(渡辺) 　新潟県弁護士会館２階にて 　　面談相談　（予約不要、直接ご来場ください。)

新潟駅南産直市に出品してみませんか？

相談 リース被害でお困りではありませんか？　リース被害110番

募集

　　　　　　TEL:090-4932-3275　(渡辺) 　新潟県弁護士会館２階にて 　　面談相談　（予約不要、直接ご来場ください。)

　　　　　　メール　wtnb.sado@gmail.com （〒951－8126　新潟市中央区学校町通1番町1番地　新潟地方裁判所構内） 　お問い合せ先 新潟県弁護士会 025-222-5533

　原材料や製造方法にこだわる等地域の特色を活かした優れた食品について、百貨店、 　「節電器・小型変圧器」の販売トラブルが急増「節電器・小型変圧器」の販売トラブルが急増「節電器・小型変圧器」の販売トラブルが急増「節電器・小型変圧器」の販売トラブルが急増しています。

スーパーマーケット等の流通関係者やデザイン等の専門家がアドバイスを行い、首都圏 　節電器は省エネをうたい文句に販売をされている商品ですが、相談は「販売時に言われたような節電効果がなく、電「販売時に言われたような節電効果がなく、電「販売時に言われたような節電効果がなく、電「販売時に言われたような節電効果がなく、電

を中心とする大消費地におけるプロパー商品としての定着及び販路拡大を図ることを目 気代の節約にならない」気代の節約にならない」気代の節約にならない」気代の節約にならない」というものが多く、また、小型変圧器には、「電力会社から違法なので取り外すように言われ「電力会社から違法なので取り外すように言われ「電力会社から違法なので取り外すように言われ「電力会社から違法なので取り外すように言われ

的に、標記会議を開催いたします。 て困っている」て困っている」て困っている」て困っている」などの相談が寄せられています。

相談窓口　事業所の場合は、相談は中小企業振興会社　総合相談窓口（電話03-3251-7881）

募集締切　平成２３年６月３０日(木) 　　　　　消費者の場合は、佐渡市立消費生活センター（電話57-8143）

お問い合せ先

お問い合せ先 　〒952-1393　佐渡市河原田本町３９４番地

　〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル９階　財団法人にいがた産業創造機構 　　佐渡市役所　佐和田行政サービスセンター内 （平日）午前9時～午後4時

注意 事業主の皆様ご注意ください！！開催 『売れる食品づくりチャレンジ会議』参加者募集

　　　　　　 TEL:025-246-0044  FAX:025-246-0030  mail:t-maeda@nico.or.jp 　　佐渡市立消費生活センター 　　　　TEL57-8143　FAX52-6024
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